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（開議時間 午前９時30分）  

○議長（北倉義博君） おはようございます。 

 令和６年第３回養老町議会定例会を再開するに当たり、議員並びに執行部各位には御

多用のところ御出席を賜り、ありがとうございます。 

 開議に先立ち、町民憲章の朗唱を行います。 

 後段のほうの御唱和をお願いいたします。 

―― 「町民憲章」朗唱 ―― 

○議長（北倉義博君） ありがとうございます。御着席ください。 

 本日の会議は全員出席であります。 

 なお、インターネットライブ中継及び録画放送のため、議場内のビデオ撮影を行いま

す。このインターネットライブ中継は、役場１階ロビーのモニターでも放送いたします。 

 このほか、本定例会においては、上着の着用を自由としておりますので、暑い方につ

いては上着を脱いでいただいて結構です。 

 ただいまから令和６年第３回養老町議会定例会を再開し、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（北倉義博君） それでは、日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議規則第127条の規定によって、３番 西脇康君、４番 清水由美子君を指名しま

す。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（北倉義博君） 次に、日程第２、諸般の報告を行います。 

 本日の日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

 また、休会中に常任委員会、決算特別委員会、予算特別委員会が開催され、付託案件

の審査報告書が議長に提出されました。詳細については、後ほど委員長より報告を求め

ます。 

 これで諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（北倉義博君） それでは、日程第３、認定第１号 令和５年度養老町一般会計歳

入歳出決算認定についてから日程第13、認定第11号 令和５年度養老町公共下水道事業

会計決算認定についてまでの11議案を一括議題として上程いたします。 

 この11議案は、決算特別委員会に審査を付託してありましたので、ここで委員長より

審査の経過及び結果についての報告を求めます。 

 決算特別委員会委員長 松永民夫君。 

○決算特別委員長（松永民夫君） 御無礼をいたします。決算特別委員会の報告をいたし

ます。 

 去る９月10日、11日の両日において、決算特別委員会を開会し、今定例会で付託を受
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けました令和５年度一般会計、特別会計及び事業会計の歳入歳出決算認定等11件につい

て、審査した結果を報告いたします。 

 本委員会は、地方自治法第98条第１項の規定による議会の検査権に基づき、各種の証

拠書類など資料の提出を求め、議会において決定された予算が適正に、そして効率的に

執行されたか等を審査し、その結果を今後の予算編成や行政執行に生かされるように努

めていただくために行いました。 

 審査の経過並びに審査の観点は次のとおりであります。 

 歳入におきましては、収納率向上を目指してこれまで努力されていますが、町税の当

初予算と収入済額との比較、町税及び使用料等の不納欠損額とその理由及び収入未済額

とその対処策についての確認審査を行いました。 

 また、歳出につきましては、当初予算額に対する補正予算額と支出済額との比較、不

用額の妥当性等の確認審査を主な観点といたしました。 

 最初に、認定第１号 令和５年度養老町一般会計歳入歳出決算認定についての主な論

点は次のとおりであります。 

 まず、歳出につきましては、１．ふるさと納税推進事業において不用額が多く出てい

る理由はの問いに対しては、事業継続中における補正計上であるため、事業費の正確な

見積りが困難であることや、事業に支障がないようやや余裕を見た想定により事業費を

計上している面もあり、7,559万5,919円の不用額が発生したという回答でありました。 

 ２、次に、ふるさと納税のポータルサイト運営委託料・中間管理委託料の料率を総務

省が一律に設定することとした場合の町の見解はの問いに対しては、町が支払う経費が

現行よりも下がるのであれば、ほかのＰＲ経費等に充てられるのでよいかと思うが、そ

の料率が下がることにより、サービスや内容の質等が下がってしまうことが懸念される

ので、周辺の自治体の動向を見ながら対応していきたいという回答でありました。 

 ３、次に、ふるさと納税担当者２名という職員体制を拡充する考えはの問いに対して

は、年々煩雑化する各部署の業務内容を見極めながら、新規採用職員の人材確保も含め

検討していくという回答でありました。 

 ４、次に、ふるさと納税におけるクラウドファンディングの内容と実績はの問いに対

しては、養老サポーターワールド事業は寄附件数約1,100件、約2,700万円。養老鉄道活

性化事業は寄附件数約300件、約700万円の寄附をいただいたという回答でありました。 

 ５、次に、企業版ふるさと納税推進のために力を入れた点はの問いに対しては、令和

５年度の実績は10件、320万円であり、近隣だけでなく関東地方など範囲を広げＰＲを

したという回答でありました。 

 ６、次に、移住定住推進に関する補助金の実績はの問いに対しては、３世代同居近居

補助金は、令和６年４月以降に３世代同居を開始した世帯が６件180万円、令和６年３

月以前から３世代同居を開始した世帯が14件350万円。孫育てサポート補助金は４件13
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万5,000円。若者定住マイホーム取得支援事業は、Ｉ・Ｊターン１件30万円、Ｕターン

５件125万円。東京圏からの移住支援事業は１件100万円。結婚新生活支援事業は５件

167万1,000円という回答でありました。 

 ７、次に、結婚新生活支援事業補助金について、短期滞在の外国籍の方にも補助金が

支給されることを踏まえ、国籍要件の見直しなどは検討されたかの問いに対しては、

国・県それぞれの制度に基づき事業実施しており、本事業の対象者として外国籍の方を

排除していないことから、平等性の観点から対象としている。町独自要件の設定を行う

ことは、内容によっては可能であり、外国籍に限らず短期間で町外に転出してしまうこ

とに対しては、一定年数以上居住する意思があることなどの要件を追加することも考え

られるので、近隣市町の動向などを踏まえ、調査・研究していきたいという回答であり

ました。 

 ８、次に、結婚新生活支援事業補助金の所得制限により対象外になった事例はあるか。

また、所得制限撤廃の考えはあるかの問いに対しては、町が相談を受けた案件について

は、所得制限により対象外となった世帯はない。国や県の基準に基づき事業実施をして

おり、所得要件の撤廃や緩和については、国・県などに可否について確認するとともに、

近隣市町の状況などを調査・研究していくという回答でありました。 

 なお、この事業は実績もあり、人口増につながっているので、持続可能な事業として

予算化していただきたいという要望がありました。 

 ９、次に、地域支え合い体制づくり事業の不用額が多い理由はの問いに対しては、避

難行動要支援者名簿登録者のうち、個別避難計画の未作成者に対して計画書の作成を促

すため、地区へ作成補助の依頼する経費を予算計上したが、地区ではなく各対象個人ご

とへの郵送による依頼へと変更したため不用額が発生したという回答でありました。 

 10、次に、３滝整備事業の進捗状況はの問いに対しては、まぐさの滝下流側に県によ

る治山堰堤の整備に伴う工事用道路が建設され、それを遊歩道として活用するため、県

及び地権者と協議しているという回答でありました。 

 11、次に、新食肉基幹市場の建設計画の進捗状況はの問いに対しては、県建設促進協

議会と歩調を合わせ進めているが、事業主体の決定に至っていない点などの要因から計

画より遅れている状況で、最終的には計画どおり進めたいと考えているという回答であ

りました。 

 12、次に、令和５年度、YOROfficeが実施した新たな取組はの問いに対しては、国の

交付金を活用し、空き家対策及び新たな観光資源の開発を兼ねた取組を行っている。ま

た、指定管理者と歩調を合わせ、利用者増進のＰＲに努めているという回答でありまし

た。 

 13、次に、養老Ｐａｙについて、今後のシステム改修やランニングコストの見通しは

の問いに対しては、今後は昨年度までの機能の拡充や新しく開発したアプリの利用促進
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に努めていきたいので、現時点で大きな改修は考えていないが、必要に応じた改修はあ

ろうかと考えている。ランニングコストは、年間2,000万から2,500万ぐらいと試算をし

ているという回答でありました。 

 14、次に、各地区を対象とした除雪機購入補助金の実績はの問いに対しては、１件、

竜泉寺区において活用されたという回答でありました。 

 15、次に、管理不全空き家に対応する令和５年度の当町の取組状況はの問いに対して

は、管理不全空き家に関する法改正は把握しているが、空き家は所有者の財産であるの

で所有者において管理していただくものと考えており、管理不全空き家や老朽危険空き

家にならないよう、所有者に働きかけを行っていくという回答でありました。 

 16、次に、届出避難所制度により認定された件数は。また、今後の啓発方法はの問い

に対しては、令和６年９月１日現在で８件を届出避難所として認定している。区長連絡

協議会や行政懇談会、広報、ホームページなどを活用し、周知啓発を行っていくという

回答でありました。 

 17、次に、小・中学生の不登校の現状と課題はの問いに対しては、令和５年度におけ

る不登校の状況は、年間30日以上の欠席者数が小学校では28人、中学校では27人であり、

障害などで欠席する児童も近年増えている状況である。不登校児童・生徒へのケアとし

て、教職員の家庭訪問等の働きかけやほほえみ相談員を配置し、児童・生徒や保護者へ

の相談に乗っている。また、ほほえみ教室を開室し、子供・保護者と学校への橋渡しを

行っているという回答でありました。 

 18、次に、小学校６年生まで年齢拡充された留守家庭児童教室の実績は。また、指導

員の配置や確保についてはの問いに対しては、令和５年度実績として、通年利用者208

人のうち５年生６人、６年生ゼロ人、夏期休暇中の利用者は５年生が15人、６年生が20

人。平常時の指導員はぎりぎりの人数で対応している。長時間勤務となる夏休み期間は、

広報などで指導員を募集し、学生アルバイトを採用し、対応しているという回答であり

ました。 

 御無礼いたします。 

 19、次に、小学校タブレット端末の更新に関する今後の見通しはの問いに対しては、

文部科学省から共同調達という形が提案されており、県下全体での共同調達の取組に参

加し、協議を行っている。令和７年度中に準備し、令和８年度から更新するスケジュー

ルで進んでいる。機種はｉＰａｄを予定しており、購入費の３分の２を国が補助すると

いう方針であるが、町の財政負担が懸念されるので、財政部門と教育委員会と協議をし、

来年度予算でしっかり検討していきたいという回答でありました。 

 なお、国産のタブレット端末採用も検討していただきたいという要望がありました。 

 続いて、歳入についてでありますが、20．平成30年の清華苑公金横領事件の判決に伴

う令和５年度の遅延損害金の額及び町の対応はの問いに対しては、令和６年３月31日現
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在で174万1,525円。被告人の社会生活状況や資産状況などから、今の段階では強制執行

に見合う状況でないと判断している。今後は、令和10年７月17日が時効であるので、時

効の延長を図るための対策も選択肢の一つになると考えているが、そうした対策にかか

る費用もある程度かかると想定されるので、どのような措置が適切であるかなど、引き

続き検討していくという回答でありました。 

 なお、状況が変わる都度、報告願いたいという要望がありました。 

 21、次に、令和５年度の臨戸訪問の実績は。また、町税におけるクレジット収納率は

の問いに対しては、電話催告や連絡が取れない滞納者については、納税相談を促すとと

もに、居住の有無や生活状況の確認も含め臨戸訪問を行っており、令和５年度は88件訪

問をした。クレジットカードでの収納率は1.3％であるという回答でありました。 

 22、次に、滞納のある外国人が出国をし、徴収機会を失うことに対する対策はの問い

に対しては、年金脱退一時金の調査や差押えを継続し行っており、令和５年度は調査を

16件実施し、うち１件、４万4,800円を換価した。今年度より、督促状を発送する際に、

封筒に英語で「重要 今すぐ開封してください」と書いたシールを貼り、封筒の中を確

認、納付するよう促している。今後は、未納のお知らせなどを発送する際に英語などの

文書を入れるなど、納付促進を図っていきたいという回答でありました。 

 なお、報告協議により、前年度の予算額に固守せず、前年度執行額や今年度実績の状

況を踏まえた要求額の適正化、エビデンスに基づく事実関係からの政策立案、部局を超

えた横断的視点から類似重複事業の整理や統合による業務量の軽減を行っていただきた

い。財源確保については、地場産業の振興、企業誘致、移住・定住、雇用の創出、自主

財源の確保、町税などの収納率の向上、国・県の補助金や助成金の積極的な活用などを

図っていただきたいという要望がありました。 

 次に、特別会計について御報告をいたします。 

 認定第２号 令和５年度養老町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての主

な論点は次のとおりであります。 

 １．特定健診の事務費における996万円余の不用額については、当初予算と決算時に

おける健診率はの問いに対しては、令和５年度特定健診の健診率は39.2％、令和５年度

予算上の試算としては45％を見込んでいたという回答でありました。 

 ２、次に、令和11年の県国民健康保険完全統一化に向けた基金などの対応はの問いに

対しては、令和11年度の保険料水準の統一については、岐阜県国民健康保険連携会議で

検討されており、基金についても同様に検討されている。令和11年度までの基金の対応

は、当町の国民健康保険事業の運営に関する協議会に諮りながら検討をしていく。保険

税、保険料の採用については、県国民健康保険連携会議で現在調査・研究しているとい

う回答でありました。 

 なお、他府県では、健康増進支援金制度を創設し国保加入者世帯に給付するような実
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例もあるので、調査研究を行いながら進めていただきたいという要望がありました。 

 ３、次に、令和５年度の高額療養費の情勢及び今後の見通しはの問いに対しては、コ

ロナウイルス感染症の影響で受診控えがあり、一旦は減少傾向であったが、現在は増加

傾向にある。国保加入者は減少しているが給付費は例年と変わらないことから、被保険

者１人当たりの給付費が増加し、今後もこの傾向は続くと見込んでおり、それを見込ん

だ予算計上を検討することになると考えているという回答でありました。 

 次に、認定第３号 令和５年度養老町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定については、

特に質疑はありませんでした。 

 次に、認定第４号 令和５年度養老町立食肉事業センター特別会計歳入歳出決算認定

についての主な論点は次のとおりであります。 

 １．令和５年度における工事費修繕費等が、例年と比べ少し少額になったように感じ

たが、内容を説明していただきたいという問いに対しては、大きな修繕として大動物解

体ラインの駆動部取替えを行った。それ以外は、細いものが幾つかあったので対応した

という回答でありました。 

 町内の組合全てが施設を利用することに関する協議の状況はの問いに対しては、毎年

運営委員会を開催し、協議の場を設けているという回答でありました。 

 なお、新施設においては、全業者が利用できるような土台づくりを進めていただきた

いという要望がありました。 

 ３．現施設のトイレや休憩所などの環境はの問いに対しては、昭和40年代に建設され

たまま続いている状況であり、他施設の状況を鑑みながら、職員の働きやすい環境とな

るよう努めていきたいという回答でありました。 

 次に、認定第５号 令和５年度養老町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算認定

について及び認定第６号 令和５年度養老町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定については、特に質疑はありませんでした。 

 次に、認定第７号 令和５年度養老町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ての主な論点は次のとおりであります。 

 １．介護認定者の内訳はの問いに対しては、令和５年度被保険者数9,535人、うち認

定者数は1,591人。要支援者計452人、うち要支援１、199人、要支援２、253人。要介護

者計1,139人。内訳は、要介護１、268人、要介護２、264人、要介護３、213人、要介護

４、288人、要介護５、106人という回答でありました。 

 次に、寝たきり老人等日常生活用品購入助成事業の実績はの問いに対しては、延べ

194人、154万5,527円という回答でありました。 

 ３、次に、地域包括支援センターの相談件数と職員体制はの問いに対しては、令和５

年度包括支援事業、総合相談支援事業に関する相談件数は646件であり、内訳としては、

介護や介護保険等福祉に関する相談が355件、認知症に関する相談が100件、健康や病気
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など保健医療に関する相談が60件、その他の相談が131件。職員体制としては、正職員

３人、会計年度任用職員でケアマネ３人、看護師１人という回答でありました。 

 次に、令和５年度に保険給付費において大きな補正予算が組まれたが、主な理由はの

問いに対しては、保険給付費で前年比5.9％、１億5,342万円ほど増加している。増加の

主な要因は、介護サービス給付費、利用者の増によるものであり、コロナ禍により控え

ていた利用が令和５年度は通常利用になったことが要因と考えられるという回答であり

ました。 

 ５、次に、特別養護老人ホームの入居待機者の現状と入所基準の主な項目はの問いに

対しては、令和６年４月１日現在で、西濃圏域での入所希望待機者が延べ87人。各施設

において、国の指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針に準じた基準となっている。

入所判定委員会において入所を決定している。介護度が重い、緊急性があるなど、判定

点数に基づいて早く入所する場合もあるという回答でありました。 

 ６、次に、町内事業者間の交流など意見交換会等の機会はの問いに対しては、居宅ケ

アマネジャー協議会や各施設において、定期的に開催される地域密着型サービス運営推

進会議に町職員も出席をし、意見交換を行っている。また、地域包括支援センターで開

催されるケア会議を通じ、各施設間で緊密な意見交換等を行っているという回答であり

ました。 

 ７、次に、施設内給食に対し、町からの補助は考えているかの問いに対しては、現在

は町として考えていないが、今後、国・県の動向を踏まえ、対応していきたいという回

答でありました。 

 次に、認定第８号 令和５年度養老町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついてから認定第11号 令和５年度養老町公共下水道事業会計決算認定についてまでの

４議案については、特に質疑はありませんでした。 

 以上、審査に付されました一般会計、特別会計及び事業会計の歳入歳出決算認定11件

については、質疑、討論、採決の結果、全員賛成により、それぞれ原案のとおり認定す

べきものと決定をいたしました。 

 以上、決算特別委員会の報告といたします。終わります。 

○議長（北倉義博君） 決算特別委員会委員長の報告が終わりました。 

 これより、決算特別委員会委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、これらの案件については、総括質疑が終了しておりますので、所属外議員の審

査の経過及び結果についての質疑といたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（北倉義博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これより順次、討論及び採決を行います。 
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 最初に、日程第３、認定第１号 令和５年度養老町一般会計歳入歳出決算認定につい

ての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案を委員長報告のとおり認

定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、日程第４、認定第２号 令和５年度養老町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案を委員長報告のとおり認

定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、日程第５、認定第３号 令和５年度養老町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定

についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案を委員長報告のとおり認

定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、日程第６、認定第４号 令和５年度養老町立食肉事業センター特別会計歳入歳

出決算認定についての討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案を委員長報告のとおり認

定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、日程第７、認定第５号 令和５年度養老町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳

出決算認定についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案を委員長報告のとおり認

定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、日程第８、認定第６号 令和５年度養老町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算認定についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案を委員長報告のとおり認

定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、日程第９、認定第７号 令和５年度養老町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

認定についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案を委員長報告のとおり認

定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、日程第10、認定第８号 令和５年度養老町介護サービス事業特別会計歳入歳出

決算認定についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案を委員長報告のとおり認

定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、日程第11、認定第９号 令和５年度養老町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案を委員長報告のとおり認

定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、日程第12、認定第10号 令和５年度養老町上水道事業会計剰余金の処分及び決

算認定についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 
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 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案を委員長報告のとおり認

定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、日程第13、認定第11号 令和５年度養老町公共下水道事業会計決算認定につい

ての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。本案を委員長報告のとおり認

定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（北倉義博君） それでは、日程第14、議案第40号 養老町福祉医療費助成に関す

る条例の一部を改正する条例についてと日程第15、議案第41号 養老町国民健康保険条

例の一部を改正する条例についての２議案を一括議題として上程いたします。 

 この２議案は、総務民生委員会に付託し、審査されましたので、ここで総務民生委員

長より審査の経過及び結果についての報告を求めます。 

 総務民生委員会委員長 早崎百合子君。 

○総務民生委員長（早崎百合子君） 総務民生委員会の報告をさせていただきます。 

 去る９月９日、各委員及び執行部の出席の下、総務民生委員会を開会いたしました。 

 審査事項は、当委員会に付託されました条例の一部改正２件、合計２件の議案につい

てであります。 

 委員会での主な質疑と審査結果について御報告いたします。 

 まず、議案第40号 養老町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例につい

てに関しましては、特に質疑はありませんでした。 

 次に、議案第41号 養老町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてに関しま

しては、１．マイナ保険証の保有割合はの問いに対して、令和６年６月末現在の被保険

者数5,284人のうち、マイナ保険証登録者数は3,609人、68.3％。利用者数は939人、

11.73％との回答でした。 

 ２．現行の保険証の使用可能期間はいつまでかの問いに対して、国民健康保険証と後
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期高齢者医療被保険者証は令和７年７月31日まで。社会保険証は、マイナ保険証が開始

される令和６年12月２日から猶予期間１年を経た令和７年12月１日までとの回答でした。 

 ３．マイナ保険証を保有しない町民へ発行される資格確認書の仕様と発行方法はの問

いに対して、現在の保険証と同様のカード型で、材質は紙であり、切替え時は役場から

郵送にて発行するとの回答でした。 

 また、この議案は討論がありました。 

 まず、反対討論として、厚生労働省がマイナ保険証への移行に伴うパブリックコメン

トを実施した結果、５万3,028件の意見が寄せられ、不安視をする意見が多く見られた

と報じられている。これまでの紙の保険証は、全ての被保険者が安心して確実に保険診

療を受けられており、また社会保険の根幹である国民皆保険制度がマイナ保険証の導入

で崩れる可能性がある。そもそも任意であるマイナンバーカードに保険証を一本化する

ことに無理があり、保険証を廃止する理由が見当たらない。 

 次に、賛成討論として、制度の変わり目で混乱はあると思うが、国がデジタル化を推

進しており、医療を提供する側でも保険証を使用する側もメリットがあるほか、医療現

場で働く人の負担軽減につながることから、住民に十分説明を果たした上で進めていた

だきたい。以上のような討論がありました。 

 以上、審査に付されました条例の一部改正２件、計２件の議案につきましては、質疑、

討論、採決の結果、議案第40号 養老町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する

条例については全員賛成により、議案第41号 養老町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例については賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 これをもちまして、総務民生委員会の審査経過並びに結果報告といたします。 

○議長（北倉義博君） 総務民生委員会委員長の報告が終わりました。 

 これより、総務民生委員会委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、これらの案件については、総括質疑が終了しておりますので、所属外議員から

経過及び結果についての質疑といたします。 

 また、審査の経過及び結果についての質疑は、総務民生委員会委員長に答弁をお願い

いたします。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これより、議案ごとに討論及び採決を行います。 

 まず、日程第14、議案第40号 養老町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する

条例についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案を委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、日程第15、議案第41号 養老町国民健康保険条例の一部を改正する条例につい

ての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（北倉義博君） まず、反対の討論を許可します。 

 11番 水谷久美子君。 

○１１番（水谷久美子君） これまで紙の保険証では、全ての被保険者が誰でも安心して

確実に保険診療を受けてきました。社会保障の根幹である国民皆保険制度が始まり、今

年で63年目です。マイナ保険証の導入で命を守る社会保障制度が崩れる可能性が危惧さ

れています。 

 また、これまで各医療機関などで管理、保管されてきた電子カルテや処方箋、予防接

種、特定健診などの医療情報を一元管理できる全国医療情報プラットフォームの構築は、

データ化された医療情報を民間企業がビジネスに利用し、新たな産業基盤につなげてい

く狙いも指摘されています。 

 多額の国民の税金を投入してマイナンバーカードやマイナ保険証への移行を推進して

いますが、であれば、なぜ現在の本人の自由意思でカードをつくる任意なのでしょうか。

国が国民へ強制や義務で勧めないのでしょうか。それは、何かあれば国が補償を伴う責

任を取らなければならず、起こり得る全ての事案を回避するための任意であると考えて

います。 

 そもそも任意であるマイナカードに保険証を一本化することに無理があります。健康

保険証を廃止する理由は見当たりません。 

 以上、申し述べ、本条例改正の反対討論といたします。 

○議長（北倉義博君） 次に、賛成討論はありますか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（北倉義博君） ９番 野村永一君。 

○９番（野村永一君） 賛成討論を行います。 

 厚生労働省が推進する医療デジタルにより、令和６年12月に国民健康保険証の交付が

廃止され、マイナンバーカードが被保険者証として利用されることになりますが、この
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制度は町独自のものではなく全国的なものでありますので、この流れに沿っていかなけ

ればいずれ医療機関の利用に支障を来すものでありますので、この条例改正に賛成する

討論といたします。 

○議長（北倉義博君） 次に、反対討論はありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 賛成討論はありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案を委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 これより暫時休憩といたします。再開は10時45分といたします。 

（午前10時30分 休憩）  

（午前10時45分 再開）  

○議長（北倉義博君） 休憩を解き、再開いたします。 

 次に、日程第16、議案第42号 令和６年度養老町一般会計補正予算（第４号）から日

程第18、議案第44号 令和６年度養老町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）の計

３議案を一括議題といたします。 

 この３議案は予算特別委員会に付託し、審査されましたので、予算特別委員会委員長

より審査の経過及び結果についての報告を求めます。 

 予算特別委員会委員長 松永民夫君。 

○予算特別委員長（松永民夫君） 御無礼をいたします。予算特別委員会の報告をいたし

ます。 

 去る９月９日、各委員及び議長並びに執行部の出席の下、予算特別委員会を開会いた

しました。 

 審査事項は、当委員会に付託されました令和６年度一般会計及び特別会計補正予算３

件の議案についてであります。 

 委員会での主な質疑と審査結果について御報告いたします。 

 まず、議案第42号 令和６年度養老町一般会計補正予算（第４号）に関しましては、

１．ふるさと応援基金積立金へ積み立てる700万円の使用用途はの問いに対しては、土

屋禮一氏の絵画購入に充てるよう考えており、内訳としては、絵本体で約500万円、額

縁などの装飾に約100万円、東京から養老までの美術専用車両による輸送に約100万円。
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絵画は現在、首相官邸に飾られており、実質的に購入できるのは令和７年度になるので、

今回いただいた700万円の寄附は一旦ふるさと応援基金へ積み立てるものとの回答でし

た。 

 ２．障害児通所給付事業の増額補正について、増加している利用者の傾向などをどの

ように分析しているかの問いに対しては、増加率を基に令和６年度の見込み額を算定し、

不足分を補正計上したもの。最近、特に３歳未満児の方の利用も増加傾向であると把握

しているとの回答でありました。 

 ３．公用車管理費の増額補正により整備するドライブレコーダー50台は、全公用車に

整備するかの問いに対しては、職員の安全運転の観点から、庁舎で一括管理している車

両、各課で管理している車両、トラックも含めた全ての公用車に設置予定である。トラ

ックは後ろが見えないことから、360度対応ドライブレコーダーの設置を考えていると

の回答でありました。 

 ４．企業誘致推進事業費の具体的な事業内容はの問いに対しては、橋爪スマートイン

ターチェンジの北側付近及び養老インターチェンジ南西付近の２か所への企業誘致に伴

う基本計画の調査業務委託料として補正計上したもの。国・県の補助メニューはなく、

一般財源で対応するとの回答でありました。 

 ５．中学校体育館の空調設備を国の補助制度を活用し整備することを目的として実施

される断熱性能の調査が終了した後は、どのようなスケジュールで整備していくことを

考えているかの問いに対しては、今回補正計上した断熱性の調査を実施し、既存体育館

の断熱性能について詳細に判定した上で、各体育館における効果的な施工方法を検証し、

設計を経て、令和７年度には工事に着手したいと考えているとの回答でありました。 

 ６．小・中学校校舎のトイレの洋式化率は。また、今後の具体的な整備計画はあるか

の問いに対しては、令和６年８月末現在で、町内小学校の洋式化率30.6％、中学校が

53.8％。順次実施していきたいと考えているが、具体的な計画はないとの回答でありま

した。 

 次に、議案第43号 令和６年度養老町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に関

しましては、１．資格確認書の印刷に関して増額補正した理由はの問いに対しては、資

格確認書の注意事項のレイアウトに変更箇所があり、その対応のため補正計上したもの

との回答でありました。 

 次に、議案第44号 令和６年度養老町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に関

しましては、特に質疑はありませんでした。 

 以上、審査に付されました令和６年度一般会計及び特別会計補正予算、計３件の議案

につきましては、質疑、討論、採決の結果、全員賛成により原案のとおり可決すべきも

のと決定をいたしました。 

 これをもちまして、予算特別委員会の審査経過並びに結果報告といたします。ありが
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とうございました。 

○議長（北倉義博君） 予算特別委員会委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの予算特別委員会委員長報告に対する質疑ですが、これらの案件については

議会初日に総括質疑が終了しており、私以外の委員会所属外議員がいないことから省略

いたします。 

 これより議案ごとに順次、討論及び採決を行います。 

 まず、日程第16、議案第42号 令和６年度養老町一般会計補正予算（第４号）の討論

を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は可決とするものです。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第17、議案第43号 令和６年度養老町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は可決とするものです。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第18、議案第44号 令和６年度養老町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は可決とするものです。本案を委員長報告のとおり決定する
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ことに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北倉義博君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（北倉義博君） これをもちまして議会日程にあります議案の審議は全て終了しま

した。 

 お諮りします。 

 次回の議会日程、運営の審査及び所管事務の調査等について、議会閉会中も議会運営

委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 異議なしと認めます。 

 よって、議会閉会中も次回の議会日程、運営の審査及び所管事務の調査等について、

議会運営委員会に付託することに決定しました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（北倉義博君） お諮りします。 

 この第３回定例会の審議内容等を報告する機関誌の編集に関する全ての業務及び編集

手法の調査・研究について、議会閉会中も議会だより編集特別委員会に付託いたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 異議なしと認めます。 

 よって、議会閉会中も第３回定例会の審議内容等を報告する機関誌の編集に関する全

ての業務及び編集手法の調査・研究について、議会だより編集特別委員会に付託するこ

とに決定しました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（北倉義博君） お諮りします。 

 総務民生・産業建設の各常任委員会及び予算特別委員会、議会改革特別委員会の所管

事務の調査について、議会閉会中も継続して調査・研究することにいたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（北倉義博君） 異議なしと認めます。 

 よって、各常任委員会及び予算特別委員会、議会改革特別委員会の所管事務の調査に

ついて、継続して調査・研究することに決定しました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（北倉義博君） これで本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 



－１１２－ 

 これをもちまして、令和６年第３回養老町議会定例会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

（閉会時間 午前10時58分）  
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